
改訂内容一覧 

改訂前【広島市下水道用資器材製造工場認定基準】 

 

改訂後【広島市下水道用資器材製造工場認定基準】 

 

ページ番号 内容 

P1  １ 趣旨 

この基準は、「土木工事共通仕様書（広島市）」に規定する下水道材

料のうち広島市が独自に規格した材料及び認定する材料（以下「認定

対象資器材」という。）の製造工場を認定するために必要な事項を定

めるものとする。 

ページ番号 内容 

P1  １ 趣旨 

この基準は、「土木工事共通仕様書（広島市）」に規定する資器材の

うち広島市が独自に規格化した資器材（以下「認定対象資器材」とい

う。）及びその製造工場を認定するために必要な事項を定めるものと

する。 


